
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
四
号 

 
 
 
 
 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
専
任
主
査
、
」
を
削
る
。 

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
用
度
第
二
係
」
の
下
に
「
、
警
務
部
留
置
管
理
課
留
置
庶
務
係
並
び
に
交
通 

部
交
通
指
導
課
管
理
運
用
係
並
び
に
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
庶
務
係
、
指
導
第
一
係
及
び
指
導
第
二
係
」
を

加
え
る
。 

別
表
第
一
の
一
の
項
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

当
該
課
で
収
納
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
審
査
法
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に

係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

別
表
第
一
の
二
の
項
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
本
庁
で
収
納
す
る
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出
書
類
等

の
写
し
等
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

別
表
第
一
の
三
の
項
出
納
員
の
欄
中
「
教
員
免
許
係
長
」
を
「
企
画
調
整
係
長
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の 

項
委
任
事
務
の
欄
中
「
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
、
」
を
「
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
及
び
」
に
改
め
、

「
及
び
広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
五
十
号
。
以

下
「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
又
は
資
料
の
写
し
の

交
付
」
を
削
り
、
同
表
の
六
の
項
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

警
察
本
部
で
収
納
す
る
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付

に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

別
表
第
一
の
十
八
の
項
中 

 
 

 

「 
 

 

広
島
県
立
三
次
看
護
専

門
学
校 

総
務
課
長 

 

」
を 

広
島
県
立
総
合
精
神
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

総
務
企
画
課
長 

次
長 

広
島
県
立
広
島
学
園 

総
務
課
長 

 

 
 

 
 
 

 

「 
 

 

広
島
県
立
三
次
看
護
専

門
学
校 

総
務
課
長 

副
校
長 

  

」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
の
項
中 

広
島
県
立
総
合
精
神
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

総
務
企
画
課
長 

次
長 

広
島
県
立
広
島
学
園 

総
務
課
長 

副
園
長 

 
 

 
 
 

  



 

「 
 

 

広
島
県
東
部
農
業
技
術

指
導
所 

次
長 

 

」
を 

広
島
県
北
部
農
業
技
術

指
導
所 

次
長 

 

 
 

 
 
 

 

「 
 

 

広
島
県
東
部
農
業
技
術

指
導
所 

次
長 

所
長 

」
に
改
め
る
。 

広
島
県
北
部
農
業
技
術

指
導
所 

次
長 

所
長 

 
 

 

別
表
第
二
の
一
の
項
委
任
事
務
の
欄
中
「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
の
規
定
に
よ
る 

意
見
書
又
は
資
料
の
写
し
」
を
「
広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
（
平
成
十
六
年
広

島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
又
は
資
料
の
写
し
等
」
に
改
め
、
同
表
の
十
二
の
項
委
任
事

務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

広
島
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー
で
収
納
す
る
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出
書
類
等

の
写
し
等
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

別
表
第
二
の
十
九
の
項
中 

 
 

 

「 
 

 

広
島
県
西
部
建 

設
事
務
所 

魚
切
ダ
ム
管
理
事 

務
所 

所
長 

」
を 

 

呉
支
所
野
呂
川
ダ 

ム
管
理
事
務
所 

所
長 

 

東
広
島
支
所
椋
梨 

ダ
ム
管
理
事
務
所 

所
長 

 
 

 
 
 

 

「 
 

 

広
島
県
西
部
建 

設
事
務
所 

魚
切
ダ
ム
管
理
事 

務
所 

所
長 

」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
の
項
中 

 

呉
支
所
野
呂
川
ダ 

ム
管
理
事
務
所 

所
長 

 

東
広
島
支
所
椋
梨 

ダ
ム
管
理
事
務
所 

所
長 

広
島
県
北
部
建 

設
事
務
所 

庄
原
支
所
庄
原
ダ 

ム
管
理
事
務
所 

所
長 

 
 

 
 

 
 

「 
 

土
木
局 

土
砂
法
指
定
推
進
担
当

課
長 

」
を 

 
 

 
 

「 
 

総
務
局 

審
理
総
括
監 

  

に
改
め
る
。 

環
境
県
民
局 

大
学
教
育
振
興
担
当
課

長 

健
康
福
祉
局 

国
保
県
単
位
化
推
進
担

当
課
長 

 
 

土
木
建
築
局 

土
砂
法
指
定
推
進
担
当

課
長 

」

 
 

 



別
表
第
三
の
一
の
項
中 

 
 

 

「 
 

 
総
務
局
総
務
課
出
納
員
（

当
該
委
任
事
務
を
委
任
さ

れ
た
者
に
限
る
。
） 

 

」
を 

 
 

 
 
 

 

「 
 

 

総
務
局
総
務
課
出
納
員
（

当
該
委
任
事
務
を
委
任
さ

れ
た
者
に
限
る
。
） 

副
館
長 

」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加

 
 

 

え
る
。 

二 

広
島
県
立
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
で
収
納
す
る
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出

書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

別
表
第
三
の
三
の
項
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

広
島
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー
で
収
納
す
る
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出
書
類
等

の
写
し
等
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

別
表
第
三
の
四
の
項
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

広
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所
で
収
納
す
る
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
理
手
続
に
お
け
る
提
出
書
類
等
の

写
し
等
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

行
政
不
服
審
査
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
広
島
県
条
例

第
二
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の

広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
又
は
資
料
の
写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及

び
保
管
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規

則
別
表
第
一
の
五
の
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
本
部
総
務
部
総
務
課
で

収
納
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
警
察
本
部
総
務
部
総
務
課
文
書
管
理
第
二
係
長
を
出
納
員
と
し
、
警
察
本
部

総
務
部
総
務
課
課
長
代
理
を
臨
時
の
出
納
員
と
し
、
総
務
局
総
務
課
で
収
納
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
総
務

局
総
務
課
担
当
監
を
出
納
員
と
す
る
。 


